
は

じ

め

に

後
宮
職
員
令
に
は
、「
妃
二
員

右
四
品
以
上
」
と
の
規
程
が
あ
り
、
妃
が

品
位
を
授
け
ら
れ
る
内
親
王
に
限
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
弘

仁
六
年
（
八
一
五
）
に
多
治
比
高
子
が
嵯
峨
天
皇
妃
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
が
、『
皇

室
制
度
史
料
』
后
妃
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
に
は
、「
内
親
王
で

な
い
多
治
比
高
子
・
緒
継
女
王
が
妃
と
な
っ
た
の
は
令
規
に
背
く
例
で
あ
る

が
、
蓋
し
殊
寵
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
。

し
か
し
、
緒
継
女
王
は
「
淳
和
太
上
天
皇
殊
賜
寵
幸
。
令
レ

陪
二

宮
掖
一

」
た

（
�
）

と
は
い
う
も
の
の
、
尚
蔵
従
二
位
で
薨
じ
て
お
り
、
妃
で
は
な
い
。
臣
下
が
妃

と
な
っ
た
の
は
多
治
比
高
子
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
嵯
峨
天
皇
の
「
殊
寵
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
、
令
規
定
を
無
視

し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

天
皇
は
律
令
を
超
え
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
令
規
定
を
無
視
す
る
こ
と
も
理

論
的
に
は
可
能
で
は
あ
る
の
だ
が
、
聖
武
天
皇
が
、
皇
后
に
藤
原
光
明
子
を
立

て
る
に
あ
た
っ
て
、
長
屋
王
を
謀
殺
し
、
さ
ら
に
立
后
詔
で
長
々
と
言
い
訳
を

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
皇
后
に
関
す
る
規
程
は
な
い
も
の
の
、
妃
の
上

位
で
あ
り
内
親
王
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
令
解
釈
や
慣
例
を
簡
単
に
は

無
視
出
来
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
嵯
峨
天
皇
が
多
治
比
高
子
を
妃
と
為
す
に
は
、
そ
れ
な
り
の
背
景

が
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

以
下
で
は
、
平
安
時
代
初
期
の
妃
を
概
観
し
、
多
治
比
高
子
が
妃
と
さ
れ
た

背
景
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

１
．
桓
武
朝
の
妃

令
制
の
妃
が
出
現
す
る
の
は
桓
武
朝
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に

は
、
女
帝
が
続
い
た
こ
と
や
、
妃
に
適
し
た
年
齢
の
内
親
王
が
少
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
強
い
て
妃
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

桓
武
朝
に
妃
に
立
て
ら
れ
た
の
は
酒
人
内
親
王
で
あ
る
が
、
光
仁
天
皇
皇
女

で
、
母
は
井
上
内
親
王
で
あ
る
。
光
仁
朝
の
斎
宮
と
な
り
、
長
ず
る
に
及
ん

妃
多
治
比
高
子
を
め
ぐ
っ
て

安

田

政

彦

妃多治比高子をめぐって

一



（
�
）

で
、
桓
武
後
宮
に
迎
え
ら
れ
て
三
品
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
酒
人
内
親
王
は
延

（
�
）

暦
元
年
（
七
八
二
）
当
時
で
二
九
歳
で
あ
る
が
、
他
に
は
光
仁
天
皇
皇
女
の
弥

努
麻
内
親
王
が
あ
っ
た
も
の
の
、
彼
女
は
延
暦
元
年
当
時
で
五
十
歳
、
神
王
に

（
�
）

適
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
妃
の
定
員
二
員
と
は
い
え
、
酒
人
内
親
王

の
み
が
桓
武
朝
の
妃
と
し
て
存
在
し
た
。

そ
の
妃
・
酒
人
内
親
王
は
「
寵
幸
方
盛
。
生
二

皇
子
朝
原
内
親
王
一

」
と
は
い

う
も
の
の
、「
為
二

性
倨
傲
一

。
情
操
不
レ

修
。
天
皇
不
レ

禁
。
任
二

其
所
レ

欲
一

。
婬

（
�
）

行
弥
増
。
不
レ

能
二

自
制
一

。」
と
い
い
、
妃
に
あ
り
な
が
ら
淫
行
が
納
ま
ら
な
か

っ
た
女
性
で
あ
り
、
桓
武
天
皇
も
そ
れ
を
黙
認
し
て
い
た
と
伝
え
る
。

桓
武
天
皇
が
酒
人
内
親
王
を
廃
妃
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
寵
愛
が

大
き
か
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
が
、
何
よ
り
も
井
上
内
親
王
の
血
を
引
く
か
ら
で

あ
っ
た
ろ
う
。

光
仁
天
皇
が
立
て
ら
れ
た
の
も
、
聖
武
天
皇
の
皇
女
・
井
上
内
親
王
を
娶
っ

て
、
他
戸
王
を
儲
け
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
天
武
系
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
立
場

に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
王
位
の
正
当
性
は
、
桓
武
天
皇
も
意
識

し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
安
易
に
酒
人
内
親
王
を
廃
妃
に
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
酒
人
内
親
王
の
公
然
た
る
淫
行
は
、
妃
と
い
う
地
位
を
著

し
く
軽
ん
じ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
�
）

延
暦
五
年
に
桓
武
夫
人
と
な
っ
た
藤
原
旅
子
は
桓
武
擁
立
の
功
労
者
・
藤
原

百
川
の
娘
と
し
て
寵
愛
さ
れ
、
大
伴
親
王
を
生
ん
だ
が
、
延
暦
七
年
に
年
卅
で

（
�
）

薨
去
し
、「
妃
並
正
一
位
」
を
贈
ら
れ
た
。
死
後
と
は
い
え
、
臣
下
で
あ
る
旅

子
に
妃
が
贈
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
旅
子
へ
の
寵
愛
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
桓
武
朝
に
は
皇
后
・
藤
原
乙
牟
漏
を
筆
頭
に
、
夫
人
が
延
べ
四
名

置
か
れ
た
が
、
桓
武
朝
末
年
に
は
、
令
制
に
は
な
か
っ
た
女
御
・
更
衣
が
令
制

キ
サ
キ
の
下
に
お
か
れ
、
そ
の
地
位
は
後
世
、
し
だ
い
に
上
昇
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
令
制
キ
サ
キ
が
有
名
無
実
化
し
て
い
く
第
一
歩
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
桓
武
朝
に
は
妃
の
地
位
の
低
下
が
始
ま
っ
て
お
り
、
贈
妃
と

は
い
え
、
臣
下
が
妃
と
な
る
下
地
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

２
．
平
城
朝
の
妃

平
城
朝
に
は
朝
原
内
親
王
と
大
宅
内
親
王
が
妃
と
さ
れ
て
い
る
。

朝
原
内
親
王
は
、
酒
人
内
親
王
の
女
で
、
桓
武
朝
に
斎
宮
を
務
め
、
延
暦
十

（
�
）

五
年
七
月
に
三
品
に
叙
さ
れ
た
。『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
も
『
一
代
要
記
』

に
も
、「
無
寵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

平
城
天
皇
も
皇
太
子
時
代
か
ら
、
父
・
桓
武
天
皇
同
様
に
そ
の
血
統
的
正
当

性
を
意
識
し
て
か
、
天
武
系
の
血
筋
を
有
す
る
異
母
妹
の
朝
原
内
親
王
を
娶
っ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
で
は
無
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

平
城
天
皇
に
は
皇
太
子
時
代
に
父
・
桓
武
天
皇
擁
立
の
功
臣
・
藤
原
百
川
の

女
・
帯
子
が
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
父
と
同
様
の
式
家
を
優
遇
す
る
後
宮
政
策

の
一
端
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
藤
原
帯
子
は
、
延
暦
十
三
年
五
月
に

（
�
）

「
頓
逝
」
す
る
。
朝
原
内
親
王
が
叙
品
さ
れ
る
の
は
そ
の
二
年
後
で
あ
る
か
ら
、

妃多治比高子をめぐって
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藤
原
帯
子
が
将
来
の
皇
后
候
補
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
即
位

（

）

後
に
、
藤
原
帯
子
に
皇
后
を
追
贈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

以
後
、
在
位
中
に
皇
后
を
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
藤
原
帯
子

へ
の
寵
愛
の
深
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
所
生
皇
子
女
を
有
す
る
女
性

た
ち
の
血
筋
が
低
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
ま
た
、
藤
原
薬
子
へ
の
偏
愛
の
結

果
で
も
あ
ろ
う
。

平
城
天
皇
に
は
い
ま
一
人
の
妃
が
あ
っ
た
。
大
宅
内
親
王
で
あ
る
。
い
つ
妃

と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
母
は
橘
諸
兄
の
曽
孫
、
嶋
田
麿
女
の
常
子
で

あ
る
。
桓
武
天
皇
の
女
御
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
天
皇
が
崩
御
し
た
お
り
に

（

）

出
家
し
て
お
り
、
平
城
天
皇
か
ら
「
敬
二―

重
之
一

」
ら
れ
た
と
い
う
。
大
宅
内
親

王
は
延
暦
二
十
年
に
高
志
内
親
王
、
高
津
内
親
王
と
と
も
に
加
笄
し
て
お
り
、

い
づ
れ
も
天
皇
の
キ
サ
キ
と
な
っ
て
い
る
（
高
志
内
親
王
は
淳
和
、
高
津
内
親

（

）

王
は
嵯
峨
の
キ
サ
キ
）。
そ
こ
に
桓
武
天
皇
の
意
向
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
宅
内
親
王
は
所
生
子
も
無
く
、
平
城
天
皇
の
寵
愛
が
篤
か

っ
た
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
二
人
の
妃
は
平
城
後
宮
に
お
け
る
地
位
こ
そ
、
皇
后
の
不
在
で
高
か
っ

た
も
の
の
、
天
皇
の
寵
愛
薄
く
、
存
在
自
体
が
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

平
城
上
皇
の
変
に
よ
り
太
上
天
皇
が
出
家
し
て
以
後
、
弘
仁
三
年
五
月
に
相
継

（

）

い
で
妃
を
辞
し
て
い
る
。

こ
の
妃
辞
職
は
、
平
城
上
皇
の
変
を
起
こ
し
た
太
上
天
皇
の
妃
と
い
う
立
場

上
、
キ
サ
キ
の
最
高
位
と
し
て
、
藤
原
薬
子
の
不
始
末
を
も
責
任
を
取
る
形
で

行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
の
責
め
を
負
っ
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
品
位
を
剥
奪
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

（

）

こ
と
か
ら
わ
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
妃
の
辞
職
と
い
う
前
代
未
聞
の
出
来
事
は
、
桓
武
朝
に
低

下
し
た
妃
の
地
位
を
、
さ
ら
に
軽
ん
ず
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

３
．
多
治
比
高
子
の
立
妃

嵯
峨
朝
に
入
る
と
、
高
津
内
親
王
が
三
品
に
叙
さ
れ
て
妃
と
な
り
、
同
日
に

（

）

橘
朝
臣
嘉
智
子
と
多
治
比
真
人
高
子
が
夫
人
と
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
橘
嘉
智

子
と
多
治
比
高
子
が
正
四
位
下
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
十

（

）

二
月
に
二
人
が
「
封
各
一
百
戸
」
を
賜
わ
っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
い
づ
れ
も

皇
太
子
時
代
か
ら
の
キ
サ
キ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
弘
仁
元
年
に
二

（
補
注
）

人
揃
っ
て
従
三
位
を
授
け
ら
れ
る
。

弘
仁
六
年
七
月
に
至
っ
て
、
夫
人
従
三
位
橘
朝
臣
嘉
智
子
が
皇
后
に
冊
立
さ

れ
る
が
、
立
后
詔
に
は
「
斯
理
弊
《
乃
》
政
有
《
倍
之
止
》」
い
う
の
み
で
、

特
段
の
言
い
訳
め
い
た
言
葉
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
臣
下
か
ら
立
后
し
た

の
は
光
明
子
・
乙
牟
漏
と
藤
原
氏
の
み
で
、
平
城
天
皇
の
贈
后
も
藤
原
帯
子
で

（

）

あ
っ
た
の
だ
が
、
橘
氏
の
立
后
に
差
し
障
り
が
あ
っ
た
様
子
は
み
え
な
い
。

そ
れ
と
と
も
に
、
同
日
に
夫
人
従
三
位
多
治
比
真
人
高
子
が
妃
、
従
四
位
下

（

）

藤
原
朝
臣
緒
夏
が
夫
人
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
多
治
比
高
子
が
臣

下
で
初
め
て
妃
と
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
先
に
妃
と
な
っ
た
高
津
内
親
王
は
、
嵯
峨
第
一
女
・
業
子
内
親
王
と

妃多治比高子をめぐって
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嵯
峨
第
二
子
業
良
親
王
を
生
ん
で
い
る
の
だ
が
、「
未
レ

幾
而
廢
。
良
有
レ

以

（

）

也
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
つ
廃
さ
れ
た
か
不
明
だ
が
、
業
子
内

親
王
が
弘
仁
六
年
六
月
に
薨
じ
て
お
り
、
そ
の
翌
月
に
立
后
・
立
妃
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
業
子
内
親
王
の
死
と
と
も
に
廃
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
の

理
由
は
「
良
有
レ

以
也
。」
と
い
う
の
み
で
、
こ
れ
ま
た
不
明
で
は
あ
る
。
高
津

内
親
王
は
薨
去
時
三
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
品
位
を
剥
奪
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
内
親
王
自
身
の
瑕
疵
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
所
生
の

業
良
親
王
薨
伝
に
は
、「
親
王
精
爽
變
易
。
清
狂
不
レ

慧
。
心
不
レ

能
レ

審
二

得
失

（

）

之
地
一

。」
と
あ
り
、
精
神
的
に
問
題
が
あ
っ
た
親
王
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
と
関

（

）

係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
妃
は
桓
武
朝
以
降
、
次
第
に
そ
の
重
み
が

低
下
し
て
き
て
お
り
、
つ
い
に
廃
妃
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
こ
と
は
、
内
親
王

と
い
う
尊
貴
性
と
妃
の
尊
貴
性
の
低
下
が
一
致
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
こ
こ
に
臣
下
を
妃
に
す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
高
津
内
親
王
の
あ
と
の
妃
を
形
式
的
に
も
内
親
王
か
ら
選
ぶ
選
択
肢

も
あ
り
得
た
。
嵯
峨
後
宮
に
入
内
し
う
る
内
親
王
は
桓
武
皇
女
に
少
な
か
ら
ず

い
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
高
津
内
親
王
よ
り
年
上
と
思
わ
れ
る
夫
人
・
多

治
比
真
宗
所
生
の
因
幡
・
安
濃
両
内
親
王
や
高
津
内
親
王
よ
り
年
下
で
大
宅
内

親
王
よ
り
は
上
と
思
わ
れ
る
藤
原
河
子
所
生
の
安
勅
・
大
井
両
内
親
王
な
ど
で

あ
る
。
し
か
し
、
妃
の
地
位
が
低
下
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
尊
貴
性
を

有
す
る
内
親
王
を
つ
け
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
平

（

）

城
妃
の
辞
職
、
大
伴
親
王
妃
・
高
志
内
親
王
の
薨
去
、
つ
い
で
高
津
内
親
王
の

廃
妃
と
、
三
帝
（
大
伴
親
王
は
こ
の
時
点
で
皇
太
弟
）
そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ
た

内
親
王
妃
に
お
け
る
不
幸
は
、
内
親
王
を
妃
に
迎
え
る
こ
と
に
不
安
を
懐
か
せ

る
に
十
分
な
出
来
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
橘
嘉
智
子
と
同
様
に
多
治
比
高
子
を
遇
し
た
い
と
嵯
峨
天
皇
が
思
え

ば
、
地
位
が
低
下
し
た
と
は
い
え
、
妃
と
な
す
こ
と
は
、
令
規
定
を
無
視
し
て

で
も
、
特
別
待
遇
と
し
て
十
分
に
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
妃
は
地
位
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
待
遇
に
お
い
て
も
夫
人
を
超
え
る
。
禄
令
嬪
以
上
や
『
延
喜
式
』

に
み
え
る
規
程
（
中
務
省
式
後
宮
時
服
条
、
大
膳
職
式
下
月
料
条
、
弾
正
台
式

車
馬
従
条
な
ど
）
が
示
し
て
お
り
、
夫
人
よ
り
も
な
お
待
遇
面
で
も
優
遇
し
た

い
と
い
う
嵯
峨
天
皇
の
意
志
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

（

）

夫
人
に
立
て
ら
れ
た
藤
原
緒
夏
は
左
大
臣
内
麻
呂
女
で
、
嵯
峨
天
皇
の
寵
愛

（

）

を
蒙
る
冬
嗣
の
姉
妹
で
は
あ
っ
た
が
、
内
麻
呂
は
弘
仁
三
年
十
月
に
薨
去
し
て

お
り
、
冬
嗣
は
未
だ
従
三
位
参
議
に
す
ぎ
ず
、
所
生
子
も
伝
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。
入
内
し
た
の
は
弘
仁
元
年
の
こ
と
で
、
多
治
比
高
子
に
遅
れ
る
。
寵
愛
が

無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
冬
嗣
と
の
関
係
強
化
の
目
的
も
あ
っ
て
夫
人
の

地
位
を
得
た
一
面
は
否
定
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
多
治
比
高
子
が
緒
夏
を
超
え

る
こ
と
に
何
ら
問
題
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

多
治
比
高
子
に
は
所
生
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
橘
嘉
智
子
と
相
前
後

し
て
皇
太
子
妃
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
寵
愛
は
嘉
智
子
に
匹
敵
す
る
も

の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
多
治
比
高
子
が
薨
じ
た
と

（

）

き
、
異
例
の
従
一
位
を
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
贈
一
位
と
さ
れ

た
の
は
、
桓
武
贈
妃
藤
原
旅
子
（
正
一
位
）、
嵯
峨
女
御
百
済
慶
命
（
従
一
位
）

妃多治比高子をめぐって
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淳
和
贈
后
高
志
内
親
王
（
一
品
）、
仁
明
女
御
藤
原
貞
子
（
従
一
位
）
な
ど
限

（

）

ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
百
済
慶
命
は
、
源
氏
朝
臣
定
な
ど
を
儲
け
た
が
、「
天
皇
納
レ

之
。

（

）

特
蒙
二

優
寵
一

。」
と
い
い
、「
權
勢
之
隆
至
如
レ

此
焉
。」
と
伝
え
る
。
嵯
峨
太
上

天
皇
時
代
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
た
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し

た
寵
愛
が
多
治
比
高
子
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。
そ
の
点

で
、『
皇
室
制
度
史
料
』
后
妃
三
が
「
殊
寵
に
依
る
」
と
推
測
し
た
こ
と
に
誤

り
は
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
上
述
の
よ
う
に
、
妃
の
地
位
低
下
が
桓
武
朝
以

来
進
行
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
嵯
峨
朝
に
は
令
規
に
背
い
て
も
違
和

感
が
無
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

４
．
嵯
峨
朝
の
後
宮

嵯
峨
朝
に
は
弘
仁
六
年
に
橘
嘉
智
子
が
立
后
し
、
多
治
比
高
子
が
妃
に
、
藤

原
緒
夏
が
夫
人
に
立
て
ら
れ
た
。
な
お
、『
一
代
要
記
』
に
は
嵯
峨
天
皇
後
宮

に
「
夫
人
正
三
位
藤
産
子
」
と
み
え
、『
日
本
紀
略
』
天
長
六
年
五
月
庚
子
廿

二
日
条
に
は
「
従
二
位
藤
原
朝
臣
産
子
薨
。
弘
仁
之
比
、
入
二

掖
庭
一

。
薨
年
六

十
九
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
角
田
文
衞
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
産
子
は
光
仁
妃

（

）

で
大
伴
親
王
の
養
母
と
み
ら
れ
る
。

（

）

そ
の
前
年
の
弘
仁
五
年
に
は
源
氏
賜
姓
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
、

（

）

キ
サ
キ
の
差
別
化
が
図
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
桓
武
朝
に
出
現
し
た
女
御
は
嵯

（

）

峨
朝
に
は
「
女
御
及
三
位
以
上
」
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
定
着
し
て
い
た
が
、
さ

（

）

ら
に
下
位
に
更
衣
を
設
け
て
、
そ
の
所
生
を
源
氏
賜
姓
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
嵯
峨
朝
初
年
に
皇
后
橘
嘉
智
子
を
頂
点
と
す
る
嵯
峨
朝
の
新
し
い

後
宮
が
階
層
的
に
成
立
し
、
女
御
・
更
衣
と
い
う
新
し
い
キ
サ
キ
を
加
え
て
、

（

）

形
式
的
に
は
令
制
最
後
の
キ
サ
キ
制
度
が
完
備
し
た
こ
と
に
な
る
。

（

）

嵯
峨
朝
の
政
治
に
つ
い
て
は
大
塚
徳
郎
氏
の
研
究
に
詳
し
い
が
、
弘
仁
十
年

ま
で
が
、
桓
武
・
平
城
の
政
治
の
修
正
の
時
期
と
い
う
性
格
が
強
い
こ
と
。
現

実
に
あ
っ
た
合
理
的
な
政
治
を
行
わ
ん
と
す
る
意
図
が
強
い
こ
と
、
な
ど
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
後
宮
政
策
を
み
る
と
き
、
嵯
峨
天

皇
の
個
人
的
寵
愛
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
、
令
規
定
を
超
え
て
、
多
治
比
高
子

を
妃
と
す
る
こ
と
で
、
地
位
の
低
下
し
た
妃
を
合
理
的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
嵯
峨
朝
政
治
に
通
定
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
弘
仁
末
年
に
は
忠
良
親
王
な
ど
を
儲
け
た
「
姿
質
姝
麗
。
閑
二

於

（

）

女
工
一

」
と
評
さ
れ
る
百
濟
王
貴
命
が
女
御
と
し
て
寵
愛
を
受
け
、
源
朝
臣
定

な
ど
を
儲
け
た
百
濟
王
慶
命
が
尚
侍
と
し
て
後
宮
に
君
臨
し
、「
特
蒙
二

優

（

）

寵
一

」
っ
て
、「
宮

之
權
可
レ

謂
レ

無
レ

比
」
と
評
さ
れ
た
。

し
か
し
、
皇
后
（
皇
太
后
）
橘
嘉
智
子
、
妃
多
治
比
高
子
、
夫
人
藤
原
緒
夏

の
嵯
峨
朝
及
び
、
太
上
天
皇
時
代
に
お
け
る
地
位
は
絶
対
で
あ
り
、
嵯
峨
太
上

天
皇
の
家
父
長
的
権
威
の
下
、
彼
女
た
ち
を
筆
頭
と
す
る
嵯
峨
後
宮
の
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
は
機
能
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

妃
多
治
比
高
子
は
皇
太
妃
の
尊
号
は
受
け
な
か
っ
た
も
の
の
、
従
二
位
に
昇

（

）

叙
し
、
天
長
三
年
で
卅
九
歳
ま
で
生
存
し
た
。
桓
武
妃
・
酒
人
内
親
王
は
天
長

（

）

六
年
に
薨
去
す
る
の
で
、
生
涯
二
人
の
（
先
帝
の
異
な
る
）
妃
が
併
存
し
た
こ

妃多治比高子をめぐって
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と
に
な
る
。

お

わ

り

に

以
下
、
嵯
峨
朝
以
降
の
後
宮
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

（

）

（

）

淳
和
朝
に
は
故
・
高
志
内
親
王
が
贈
后
さ
れ
、
正
子
内
親
王
が
立
后
す
る
。

『
一
代
要
記
』
に
よ
れ
ば
、
女
御
・
更
衣
は
置
か
れ
た
が
（
女
御
永
原
原
姫
、

（

）

橘
氏
子
、
更
衣
藤
原
潔
子
）、
妃
・
夫
人
は
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
橘

嘉
智
子
所
生
で
、「
后
美
二

姿
顏
一

、
貞
婉
有
二

禮
度
一

、
存
二

母
儀
之
徳
一

、
中
表

則
レ

之
。
太
上
天
皇
、
太
皇
太
后
甚
鍾
二

愛
之
一

」
と
い
う
正
子
内
親
王
を
淳
和

（

）

天
皇
は
「
備
レ

禮
娉
レ

之
、
納
二

於
掖
庭
一

、
寵
敬
兼
レ

人
」
た
と
い
い
、
そ
の
寵

愛
に
匹
敵
す
る
内
親
王
や
臣
下
の
女
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
嵯
峨
朝
の
後
宮
政
策
を
直
接
的
に
は
継
承
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

つ
い
で
仁
明
朝
に
は
皇
后
す
ら
立
て
ら
れ
ず
、
女
御
が
寵
愛
を
得
た
。
女
御

で
特
に
寵
愛
を
得
た
の
は
、
藤
原
順
子
（
冬
嗣
女
）、
藤
原
貞
子
（
三
守
女
）、

滋
野
繩
子
（
貞
主
女
）、
藤
原
沢
子
（
総
継
女
）
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
と
も
決

（

）

め
か
ね
る
状
況
に
あ
っ
て
皇
后
冊
立
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
こ
と
は
、
後
宮
に
君
臨
す
べ
き
皇
后
が
立
て
ら
れ
な
く
と
も
、
後
宮
支

配
が
円
滑
に
い
く
可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
以
後
、
歴
代
の
天
皇
は
皇
后
以

下
、
令
規
定
に
お
け
る
キ
サ
キ
を
立
て
る
こ
と
な
く
、
女
御
・
更
衣
の
み
を
置

く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
文
徳
朝
に
女
御
↓
皇
太
夫
人
↓
皇
太
后
と
い
う

（

）

道
筋
が
確
立
し
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
醍
醐
朝
に
お
い
て
、
久
し
ぶ
り
に
妃
が
立
て
ら
れ
た
。
為
子
内
親

王
で
あ
る
。

な
ぜ
、
妃
が
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
内
親
王
が
入
内
し
た
か
ら

で
あ
り
、
品
位
を
授
け
ら
れ
る
内
親
王
は
妃
か
皇
后
に
立
て
ら
れ
る
の
が
慣
例

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
嵯
峨
朝
頃
に
は
地
位
の
低
下
し
た
妃
、
し
か

も
臣
下
（
多
治
比
高
子
）
が
立
て
ら
れ
た
前
例
の
あ
る
妃
に
、
為
子
内
親
王
が

迎
え
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
為
子
内
親
王
が
も
と
源
氏
で

（

）

あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
為
子
内
親
王
は
班
子
女
王

所
生
で
宇
多
天
皇
の
同
母
妹
だ
が
、
内
親
王
と
な
っ
た
の
は
、
宇
多
朝
の
寛
平

（

）

三
年
（
八
九
一
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
醍
醐
妃
・
三
品
為
子
内
親
王
が
皇
后
に
冊
立
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
勧
子
内
親
王
を
儲
け
た
も
の
の
、
昌
秦
二
年
（
八
九
九
）

（

）

三
月
に
薨
去
す
る
。
一
品
を
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
、
寵
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

（

）

知
ら
れ
る
。

為
子
内
親
王
亡
き
後
、
藤
原
穏
子
が
入
内
し
、
女
御
か
ら
中
宮
に
至
る
例
を

ひ
ら
く
。
そ
の
後
、
内
親
王
が
入
内
す
る
例
は
皇
后
か
中
宮
と
し
て
で
あ
り

（
冷
泉
皇
后
・
昌
子
内
親
王
、
後
冷
泉
中
宮
・
章
子
内
親
王
、
後
三
条
中
宮
・

馨
子
内
親
王
な
ど
）、
妃
と
し
て
入
内
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藤
原
穏
子
以

降
、
平
安
時
代
中
期
の
キ
サ
キ
制
度
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

註（
�
）
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
四
年
十
一
月
己
巳
七
日
条
。

（
�
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
十
一
月
甲
子
五
日
条
。

妃多治比高子をめぐって
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（
�
）
『
日
本
紀
略
』
天
長
六
年
八
月
丁
卯
二
日
条
「
薨
時
七
十
六
」。

（
�
）
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』「
適
神
王
。
母
縣
主
毛
人
女
島
姫
」。

（
�
）
『
東
大
寺
要
録
』
巻

「
雑
事
章
之
余
」
酒
人
内
親
王
事
。

（
�
）
『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年
正
月
戊
申
十
七
日
条
。

（
�
）
『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
五
月
辛
亥
四
日
条
。

（
�
）
『
一
代
要
記
』『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
八
月
丙
戌
二
四
日
条
。
同
十
五
年
七
月
戊

戌
九
日
条
。

（
�
）
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
三
年
五
月
己
亥
廿
七
日
条
。

（

）
『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
六
月
辛
丑
九
日
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
八
八
月
戊
午
朔
条
。

（

）
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
一
五
七
頁
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
六
年
）。

（

）
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
五
月
癸
酉
十
六
日
条
、
同
癸
未
廿
六
日
条
。

（

）
朝
原
内
親
王
は
弘
仁
八
年
薨
去
時
に
二
品
で
あ
り
（『
日
本
紀
略
』
弘
仁
八
年
四
月

甲
寅
廿
五
日
条
）、
大
宅
内
親
王
は
天
長
五
年
に
三
品
で
出
家
し
て
い
る
（
天
長
五
年

十
一
月
丁
未
廿
五
日
条
）。

（

）
『
日
本
紀
略
』、『
類
聚
國
史
』
四
十
、
夫
人
、
大
同
四
年
六
月
丁
亥
十
三
日
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
大
同
四
年
十
二
月
甲
午
廿
三
日
条
。

（

）
嘉
智
子
立
后
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
九
世
紀
の
橘
氏
」
参
照
（『
帝
塚
山
学

院
大
学
研
究
論
集
』
二
八
、
一
九
九
三
年
）。

（

）
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年
七
月
壬
午
十
三
日
条
。

（

）
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
四
月
丁
巳
十
七
日
条
。

（

）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
年
正
月
丙
午
十
一
日
条
。

（

）
拙
稿
「
平
安
前
期
皇
子
女
の
序
列
記
載
│
正
史
の
記
載
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
続
日

本
紀
研
究
』
三
三
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
玉
井
力
氏
も
「『
良
有
レ

以
也
』（
マ
コ
ト

ニ
ユ
エ
ア
ル
ナ
リ
）
の
一
句
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。」
と

述
べ
て
い
る
（「
女
御
・
更
衣
制
度
の
成
立
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
．
史

学

』
所
収
、
一
九
七
二
年
三
月
）。

（

）
『
日
本
後
紀
』
大
同
四
年
五
月
壬
子
七
日
条
。

（

）
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
二
年
九
月
丙
戌
十
一
日
条
。

（

）
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
冬
十
月
辛
卯
六
日
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
天
長
三
年
三
月
己
巳
二
日
条
。

（

）
生
前
に
文
徳
女
御
藤
原
明
子
が
従
一
位
、
同
藤
原
古
子
が
従
一
位
に
叙
さ
れ
て
い

る
。
以
上
、
角
田
文
衞
監
修
『
平
安
時
代
史
事
典
』
資
料
・
索
引
編
「
日
本
古
代
後

宮
表
」
を
参
照
（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）。

（

）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
正
月
三
日
丙
寅
条
。

（

）
角
田
文
衞
「
藤
原
産
子
」（『
王
朝
の
明
暗
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
、
初
出

は
一
九
七
五
年
）。

（

）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
、
弘
仁
五
年
五
月
八
日
詔
。

（

）
延
暦
十
六
年
の
位
田
全
給
（『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
六
年
二
月
癸
亥
勅
）
に
よ
っ
て

始
ま
り
、
桓
武
朝
を
通
じ
て
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
林
陸
朗
「
桓
武
朝
後
宮

の
構
成
と
そ
の
特
徴
」（『
桓
武
朝
論
』
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
、
初
出
は
一
九
九
三

年
）
参
照
。

（

）
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年
十
月
壬
戌
廿
五
日
条
。

（

）
更
衣
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
が
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
正
月

戊
戌
三
日
条
に
「
詔
授
従
五
位
下
秋
篠
朝
臣
康
子
正
五
位
下
。
無
位
山
田
宿
祢
近
子

従
五
位
上
。
並
太
上
天
皇
更
衣
也
。」
と
み
え
る
。

（

）
嬪
が
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
嬪
は
令
制
下
で
は
文
武
朝
に
見
え
る
の
み
（『
続
日
本

紀
』
和
銅
六
年
十
一
月
乙
丑
五
日
条
）
で
、
こ
れ
以
前
か
ら
置
か
れ
た
形
跡
が
無
い
。

嬪
と
同
じ
五
位
以
上
キ
サ
キ
と
し
て
女
御
が
桓
武
朝
に
出
現
し
た
こ
と
か
ら
、
女
御

が
嬪
に
取
っ
て
代
わ
り
、
そ
れ
が
嵯
峨
朝
に
さ
ら
に
分
化
し
て
更
衣
が
出
現
す
る
。

（

）
大
塚
徳
郎
「
嵯
峨
朝
の
政
治
」（『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
八
年
）。

（

）
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
元
年
九
月
甲
戌
五
日
条
。

（

）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
觀
五
年
正
月
三
日
丙
寅
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
天
長
三
年
三
月
己
巳
二
日
条
。

（

）
天
長
六
年
七
月
丁
卯
廿
日
条
。

（

）
弘
仁
十
四
年
六
月
己
丑
六
日
条
。

妃多治比高子をめぐって

七



（

）
天
長
四
年
二
月
丁
巳
廿
六
日
条
。

（

）
原
姫
は
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
正
月
三
日
丙
寅
条
に
み
え
る
。
氏
子
は
貞

観
五
年
正
月
八
日
辛
未
条
に
従
五
位
上
か
ら
従
四
位
上
に
昇
叙
し
た
こ
と
が
み
え
る

が
、
女
御
の
記
載
は
確
認
で
き
な
い
。
潔
子
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
正
月
乙

酉
八
日
条
、
同
八
年
十
一
月
丁
巳
廿
一
日
条
、
同
十
二
年
正
月
乙
卯
八
日
条
に
叙
位

が
み
え
る
が
、
更
衣
の
記
載
は
確
認
で
き
な
い
。

（

）
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
三
月
廿
三
日
癸
丑
条
。

（

）
拙
稿
「
大
伴
親
王
の
賜
姓
上
表
」（『
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
八
年
。
初
出
は
一
九
九
三
年
）。

（

）
仁
藤
智
子
「
平
安
初
期
に
お
け
る
后
位
の
変
質
過
程
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
士
舘
人

文
学
』
四
八
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（

）
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
六
月
二
日
辛
卯
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
寛
平
三
年
十
二
月
廿
九
日
乙
巳
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
昌
秦
二
年
三
月
十
四
日
丁
未
条
。

（

）
『
日
本
紀
略
』
昌
秦
二
年
三
月
廿
一
日
甲
寅
条
。

（
補
注
）
桓
武
朝
の
夫
人
、
藤
原
吉
子
は
延
暦
二
年
二
月
甲
寅
（
七
日
）
に
、
藤
原
乙
牟

漏
と
と
も
に
夫
人
と
な
っ
た
。
時
に
従
三
位
で
、
従
三
位
に
直
叙
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
二
日
前
の
壬
子
で
あ
る
（
以
上
、『
続
日
本
紀
』）
多
治
比
真
宗
は
、
延
暦
十
六
年

に
「
叙
従
三
位
、
為
夫
人
」
と
あ
る
（『
一
代
要
記
』
桓
武
天
皇
後
宮
）。
藤
原
小
屎

は
い
つ
従
三
位
・
夫
人
と
な
っ
た
の
か
は
不
明
。
藤
原
旅
子
は
延
暦
四
年
十
一
月
丙

辰
（
廿
四
日
）
に
従
三
位
直
叙
。
同
五
年
正
月
戊
申
（
十
七
日
）
に
夫
人
と
な
っ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
令
規
定
に
は
「
夫
人
三
員

右
三
位
以
上
」
と
あ
る
か
ら
、
夫
人

に
立
て
ら
れ
た
女
性
は
、
同
日
か
そ
れ
以
前
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

多
治
比
高
子
も
橘
嘉
智
子
も
、
一
年
近
く
も
四
位
に
据
え
置
か
れ
て
い
た
。
嵯
峨
天

皇
は
こ
の
段
階
で
、
す
で
に
令
規
定
を
破
っ
て
お
り
、
後
の
多
治
比
高
子
を
妃
と
す

る
こ
と
へ
の
先
例
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
多
治
比
高
子
ら
は
す
ぐ

に
従
三
位
に
叙
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

夫
人
と
な
っ
た
大
同
四
年
六
月
に
は
、
平
城
太
上
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
る
藤
原
薬
子

が
従
三
位
尚
侍
で
後
宮
に
権
勢
を
振
る
っ
て
お
り
、
そ
の
勢
を
憚
っ
て
、
四
位
に
止

め
置
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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